
住民基本台帳事務処理要領に記載されている住民異動届

1出典：地方自治体における業務の標準化・効率化に関する研究会報告書（2015年１月）

資料27



住民異動届の例①

2
出典：地方自治体における業務の標準化・効率化に関する研究会報告書（2015年１月）

事務処理記載欄
として追加



住民異動届の例②
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出典：地方自治体における業務の標準化・効率化に関する研究会報告書（2015年１月）

国民健康保険関係の
記載欄を追加



○ 北見市では各課が所管する申請様式を、「フレームと部品化の組み合わせ」という考え方で、記入しやすさと
業務効率を考慮した共通的なデザインや項目の配置に作り変えた。（ただし、市の権限で変更できない様式は除く。）

○ データ項目の並びや出現位置が整理され、システムで様式を取扱う際にも効率的となる。

○ 証明交付申請書の統合化や住民異動届の兼様式化など、届出の効率化となる様式整理も併せて行った。

住民異動届の例③（北見市）
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国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢の被保険者資格の取得・
喪失・変更は、住民異動届（転入届・転居届・転出届・世帯変更届）に
付記することで同時に届出があったとみなされる（住民基本台帳法）。
そこでさらに、戸籍届由来の各制度の資格取得・喪失・変更についても
同一の様式で共通的に事務処理ができるよう兼様式化し、業務権限等の
整理も行った。なお、届出書はシステムで作成する。

付記

申請書様式の標準化手法 住民異動届の「兼様式化」の事例

共通的な要素を部品化して、フレーム（ひな型）に組み合わせ

出典：北見市届出書等の様式作成の基準に関するガイドライン



住民票の写しの例①
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※住民基本台帳事務処理要領上に様式例の記載はなし



住民票の写しの例②
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※住民基本台帳事務処理要領上に様式例の記載はなし



児童手当法施行規則に規定されている児童手当・特例給付認定請求書
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○児童手当法施行規則（昭和四十六年厚労省令第三十三号）
（認定の請求）

第一条の四 法第七条第一項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第
二号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

出典：地方自治体における業務の標準化・効率化に関する研究会報告書（2015年１月）



児童手当・特例給付認定請求書の例

8
出典：地方自治体における業務の標準化・効率化に関する研究会報告書（2015年１月）

○ 省令で定められている様式であるが、改変している自治体もある。

この部分を他の様式と複写
にするために加工
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